
帝
都
て
ゐ
る
c

紳
車
同
家
へ
の
殺
闘
の
選
準
は
始
ま
っ
て
ゐ
る
。
も
ろ
／
＼

の
仰
数
奇
問
、
あ

P
来
た
り
の
致
権
等
、
自
ら
の
小
さ
々
は
か
ら
ひ
を
拾

て
弘
、
紳
翠
凶
・
試
の
大
棋
の
下
に
一
元
化
せ
よ
。
問
問
民
の
主
師
親
と
し
て

の
天
皇
制
聖
観
念
に
封
ず
る
民
衆
の
枇
令
的
行
動
怠
の
矛
盾
を
指
蛸
指
導

す
る
事
が
仰
数
身
閣
の
「
行
道
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
会
岡
氏
の
共
存

共
栄
は
、
自
然
科
連
な
る
人
格
的
統
制
に
よ
る
無
限
的
偵
偵
創
迭
の
現
貧

祉
舎
的
生
活
機
能
の
組
織
按
系
の
中
に
在
る
時
、
－
H

〕
心
の
料
品
仰
を
同
組
問
的

関
係
か
ら
分
離
し
た
時
、
其
ト
路
氏
何
の
「
己
心
の
料
備
」
が
あ
円
符
ょ
う

吾
キ
の
行
選
。
根
・
本
行
裁
は
、
本
有
本
農
の
一
柳
仰
の
内
に
帝
人
の
生
命
を

確
認
す
る
に
在
る
。
人
間
の
中
か
ら
紳
偽
を
見
出
さ
ん
と
す
る
傾
向
が
、

往
キ
鉛
質
的
認
謬
を
犯
し
易
い
の
は
、
此
の
出
部
品
以
の
第
一
義
の
自
向
日
に
我

飯
倒
を
起
し
、
返
ワ
て
自
我
の
煩
悩
を
主
張
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
ιに
あ

る
。
数
理
と
貧
践
内
の
本
質
始
民
軍
の
立
前
を
よ
く
分
別
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
珂
し
て
吾
キ
の
行
泣
は
、
凶
凪
回
想
怨
な
る
八
紘
一
宇
へ
め
ざ
す
叫

合
的
生
活
の
滋
化
創
造
的
関
係
に
於
て
、
凶
氏
神
の
肘
制
現
さ
れ
た
る
も
の

と
し
て
天
皇
紳
棄
を
認
識
し
、
日
本
間
家
成
働
運
動
を
翼
賛
す
る
の
で
あ

る
。
瓦
具
側
融
蔦
伏
本
一
何
事
常
住
の
法
界
を
再
認
識
せ
よ
。
品
川
法
王
法
、
民

俗
ニ
請
と
叫
ん
で
も
そ
れ
が
観
念
主
義
で
は
川
を
お
さ
な
い
。
新
ら
し
き

歴
史
が
涌
倒
せ
ん
と
し
、
新
ら
し
き
秩
序
が
建
立
せ
ら
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。

宗
教
家
ょ
、
「
瓦
共
の
原
理
」
を
全
身
心
を
以
て
再
吟
味
す
る
必
要
が
有

り
は
せ
ね
か
。
我
児
貧
者
し
、
入
於
憶
恕
妄
見
欄
巾
に
あ
り
、
彼
我
相
刻

時
す
る
限
り
、
到
底
民
衆
の
信
額
に
答
へ
、
権
威
あ
る
数
化
指
導
を
行
ひ

符
ぬ
で
あ
ら
う
。

宗
札
帆
家
上
。
拾
山
吋
報
倒
、
巾
山
死
の
中
に
、
心
大
歓
喜
の
境
地
チ
一
見
出
し

て
永
遠
の
「
い
の
ち
」
に
活
き
て
ゐ
る
、
前
線
終
士
の
震
を
裏
切
ワ
で
は

な
ら
向
。
凝
縦
せ
よ
！
現
在
の
宗
教
家
ょ
、
斯
〈
あ
れ
と
一
航
る
。
日
記
れ
が

日
本
人
と
し
て
隠
史
的
、
枇
曾
的
存
在
の
絡
釣
塊
食
的
行
鵠
の
自
白
山
じ
あ

町、

X
こ
れ
よ
り
再
附
設
す
る
も
の
だ
あ
る
か
ら
。

率
窓
を
出
で
L
組
一
刷
に
お
命
一
俳
一
時
し
「
本
化
門
下

ω使
命
」
を
忠
ム

のさニ。
漁れ千。
言た年。

る前
「 i;p
目。度
本。
倒。支
へ那
向 古
ワ撃

で望号
‘り iこ
｛始。ょ
法。っ
束。て
iiftoな
L 

凱
午
慾
を
州
一
で
て
組
閣
に
参
箆
し
一
，
本
化
門
下
」
山
町
使
命
を
忠
－
J

十本

i
 

l
 

l
 

f~ 

－ 

附
和
六
年
十
二
月
、
母
の
愛
に
よ
っ
て
不
治
の
約
よ
り
救
は
れ
、
仰
弟

子
と
な
ワ
て
立
正
大
師
楼
紳
の
奥
地
、
身
延
山
に
於
て
修
卒
中
、
御
妙
刈

を
持
す
る
に
及
ん
で
今
日
迄
の
私
の
宗
教
腕
、
同
剛
山
水
嗣
棋
は
桜
ほ
か
ら
磁
さ

」．，、



血
平
怒
や
一
山
山
ち
て
副
編
に
参
議
し
「
本
化
門
下
」
の
使
命
を
忠
ふ

れ
、
心
の
川
に
一
大
燈
別
は
鮎
ぜ
ら
れ
た
。

忘
れ
ら
れ
ず
、
卒
業
謝
邸
り
時
同
組
出
朗
参
縞
六
十

H
巾
、
翻
き
た
る
序
口
聞

の
肝
文
、
御
妙
列
曾
谷
般
許
御
蓄
の
一
節
、

私
は
崎
日
ヴ
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
縫
博
と
感
激
と
を
以
ワ
て
之
を
縛
讃

し
た
め

C
あ
ツ
た
、
何
た
る
奇
蹟
、
二
千
年
前
、
印
度
に
残
さ
れ
た
る
「
仰

訟
以
流
U

諌
言
」

Q

殊
に
法
華
経
の
如
き
は
、
サ
ン
ス
タ

9
ツ
ト
訴
を
以
つ

で
綴
ら
れ
た
る
原
本
・
が
閉
経
類
も
厳
存
す
る
の
で
あ
る
、
私
は
旬
開
文
を
持

し
て
仰
欲
が
貨
に
紳
凶
日
本
を
封
指
し
て
流
れ
来
れ
る
を
知
る
に
及
び
喜

び
の
段
、
溜
の
如
〈
流
晶
、
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

法
務
序
回
聞
に
よ
る
に
、
組
枠
迦
牟
厄
仰
晶
凶
器
中
終
を
訟
き
給
は
ん
と
し
て
無

怠
義
虚
一
一
一
味
に
入
り
給
ふ
宇
「
働
、
府
間
白
一
一
宅
相
の
光
を
放
ウ
て
東
方
蔚

八
千
の
世
界
を
賊
し
給
・
山
」
そ
こ
で
捌
勃
菩
臨
障
が
不
思
議
に
思
っ
て
文
殊

菩
薩
に
向
ワ
て
「
仰
の
東
方
に
光
明
を
放
ち
給
ふ
の
は
何
か
深
い

v
N線
約

束
事
で
あ
ら
う
」
と
附
ふ
た
の
明
、
あ
る
。
却
ち
「
何
の
凶
縁
を
以
っ
て
此

の
端
、
紳
泊
の
相
あ
り
」
「
其
の
働
の
幽
田
仲
底
厳
』
（

H
本
語
で
言
へ
ば
其

の
紳
闘
の
閥
界
荘
厳
と
な
る
〉
「
皆
金
色
の
如
し
」
ヘ
マ
ル
コ
ポ

I
ロ
の
来

方
瓦
聞
記
。
日
本
は
賞
金
山
闘
と
言
へ
る
は
精
神
田
咋
に
賞
金
の
光
を
政
ツ

ペ
き
柿
凶
日
本
な
る
ζ

と
を
、
謀
っ
て
物
質
的
賞
金
制
と
偉
へ
た
る
も
の

か
）
「
世
傘
何
が
故
ぞ
斯
の
光
明
を
放
ち
給
ふ
」
「
何
の
鋳
盆
す
る
所
あ
ヲ

て
か
斯
の
光
明
を
演
ペ
下
ふ
」
「
此
れ
小
縁
に
非
じ
」
乙
の
鮒
紛
の
阿
に
到

し
て
文
殊
菩
農
が
「
と
れ
ま
さ
し
〈
如
来
絡
に
法
華
経
を
説
い
て
東
方
の

閣
に
怠
ら
ん
と
し
給
ふ
の
で
あ
ら
う
」
と
言
ふ
の
が
法
華
経
序
品
の
設
相

引
し
あ
る
、
何
故
に
東
方
に
訟
る
の
か
、
こ
れ
「
後
五
百
歳
中
全
世
界
に
虞

一
六

山
凡
流
街
」
し
て
一
本
法
の
閣
を
附
す
お
に
は
必
ず
悦
界
統
一
の
使
命
を
有
す

る
神
間
日
本
に
怠
ら
ざ
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
〈
な
る
で
あ
ら
う
。

大
集
絡
に
は
品
開
滅
後
五
仰
の
五
百
年
を
器
げ
て
第
一
の
五
百
年
巾
は
解

除
盛
岡
、
第
二
の
五
百
年
巾
は
蹄
定
竪
閥
、
第
一
一
一
多
聞
畿
問
、
第
問
帯
4
す

墜
闘
と
あ
り
、
第
五
の
五
百
歳
、
邸
側
滅
後
ご
千
年
末
法
に
入
っ
て
我
法

の
巾
に
於
て
闘
誇
言
訟
、
白
法
隠
伐
の
時
、
民
の
白
法
た
る
法
挙
終
の
出
岡

氏
流
布
と
言
ふ
ζ

と
に
な
る
、
そ
の
時
趨
一
仰
土
と
て
世
界
は
一
つ
に
な

る
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
妙
法
弘
通
の
銭
に
問
菩
慌
の
問
視
が
漏

m品
に

記
さ
れ
て
ゐ
る
。

次
に
、
官
谷
殿
許
御
脊
を
え
る
に
「
繍
助
菩
薩
の
諭
伽
論
に
一
お
く
「
東

方
に
小
閥
有

P
其
の
中
に
大
衆
の
純
姓
の
み
有
昭
一
X
4
0
肇
公
の
法
華
経

漠
誇
の
諮
文
に
「
大
附
須
梨
職
事
琳
摩
、
左
の
手
に
法
華
経
を
持
し
、
右
の

手
に
鳩
摩
縦
什
の
羽
き
を
摩
で
h

授
奥
し
で
一
五
〈
「
仰
日
商
に
入
っ
て
遺

耀
燃
に
束
に
及
ぽ
ん
と
す
、
此
の
経
典
泉
北
に
縁
あ
り
、
汝
慌
ん
で
捕
時
弘

せ
よ
。
」
予
比
の
記
文
を
叫
拝
見
し
て
爾
限
湖
の
如
〈
一
身
に
悦
を
偏
〈
す
、

天
酔
一
一
に
於
て
東
北
に
縁
有

P
と
は
設
日
本
闘
に
非
ず
宇
。
」
と
て
、
一
一
千
年

前
大
師
須
梨
聡
蘇
摩
の
漁
言
に
よ
り
て
、
法
韓
中
盤
が
、
出
回
宜
誠
布
の
大
目

的
の
伐
に
、
世
界
統
一
の
使
命
を
有
す
る
紳
側
、
日
本
目
指
し
て
湖
の
如

〈
流
停
し
来
っ
た
る
も
の
と
の
大
英
断
を
下
し
た
の
が
貨
に
我
が
立
正
大

附
で
あ
っ
た
の
だ
。
次
に
刷
出
式
の
筆
に
一
足
〈
、
「
始
め
西
よ
り
捕
時
ふ
、
猶
ほ

月
の
生
ず
る
が
如
し
、
今
復
束
よ
吻
揺
る
は
’
狛
ほ
臼
の
昇
る
が
如
し
一
五
キ

疋
像
一
一
千
年
に
は
西
よ
り
来
に
流
る
、
募
月
之
西
空
よ
り
始
が
如
し
、
末

法
五
百
年
に
は
束
よ
担
西
に
入
る
、
朝
日
の
東
天
に
出
る
に
似
た

P
。」と



述
べ
次
に
根
本
大
附
（
徳
教
）
の
詑
に
一
五
〈
、
「
代
を
語
れ
ば
末
法
の
初
、

地
争
奪
ぬ
れ
ば
出
店
の
東
」
と
あ

P
、

天
台
は
「
後
の
五
百
歳
遠
泊
妙
滋
」
と
の
べ
妙
祭
は
「
末
の
初
、
冥
利

不
無
」
と
の
ベ
て
ゐ
る
。
次
に
大
楠
公
が
後
刷
出
醐
天
皇
の
翠
窓
を
奉
じ
て

岩
清
水
八
幡
に
朝
敵
滅
亡
の
新
請
を
ζ

ら
せ
し
時
の
法
華
経
奥
書
（
大
正

六
年
七
月
岡
安
に
指
定
せ
ら
れ
て
、
湊
川
紳
祉
に
厳
存
）
に
は
「
夫
れ
法

華
経
は
五
時
の
肝
心
。
一
一
一
世
の
導
陶
此
の
艇
を
以
ワ
て
出
世
の
本
懐
と
な

す
、
就
中
本
朝
一
州
闘
機
純
熱
、
由
市
刷
枇
務
、
護
持
感
臨
店
、
正
成
恭
し
〈

朝
憲
を
仰
い
で
逆
徒
に
敵
劃
す
る
の
刻
明
、
乃
至
、
営
枇
由
貿
前
に
一
口
問
縛

讃
す
べ
き
の
尚
立
願
、
紡
ワ
て
一
部
を
新
潟
し
所
レ
果
約
九
広
件
の
如
し
。

建
武
二
年
八
月
廿
五
日
従
五
位
橘
籾
’
医
疋
成
敬
白
と
あ
る
が
、
己
L

に
「
本

朝
一
州
闘
機
純
熟
」
と
は
ま
さ
し
〈
立
豆
大
仰
の
「
此
の
粧
来
北
に
縁
あ

nJ
と
は
去
日
本
闘
に
非
ず
や
」
に
相
官
ず
る
の
で
あ
る
L

同
に
毅
百
年
前

朝
鮮
の
諦
概
法
的
も
「
来
流
一
代
聖
教
」
正
言
。
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く

二
千
年
前
よ
り
、
多
〈
の
印
度
、
支
那
、
朝
鮮
、
日
本
の
事
者
が
仰
滅
後

｝
一
千
年
、
偽
札
叫
が
京
に
流
れ
て
、
や
が
て
詔
一
仰
土
の
暁
世
界
統
一
な
っ

て
法
華
経
が
秋
田
介
救
済
の
大
法
と
し
て
末
訟
の
附
を
服
す
と
と
を
後
骨
一
目
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

印
度
よ

m
東
方
に
「
刷
阿
国
咋
荘
厳
、
枠
制
刊
如
令
色
」
の
刷
阿
あ
Hd
ゃ
、
私
は
今

日
こ
そ
断
吋
た
る
信
念
を
以
ウ
て
叫
ぶ
「
布

P
、
紳
凶
日
本
こ
れ
な
り
。

京
匡
一
体
、
八
紘
一
宇
の
大
四
日
恕
を
有
す
る
日
東
帝
凶
ζ

れ
な
り
と
。
」

私
は
二
千
年
前
印
度
人
に
よ
っ
で
な
さ
れ
た
る
「
東
方
有
凶
」
「
泊
一
仰

士
」
「
忠
世
末
法
」
「
後
五
百
歳
台
一
千
年
の
後
）
中
際
交
流
布
」
の
務
吉

思
a

慾
を
山
で
て
組
問
に
参
絡
し
「
本
化
門
下
」
の
使
命
を
剛
山
ふ

を
拝
潰
し
て
、
た
ピ
／
＼
こ
れ
神
の
融
喝
な
り
と
賛
嘆
す
る
の
外
は
な
か
っ

た
。
何
た
る
脊
践
の
4

告
で
あ
ら
・
っ
、
何
た
る
奇
蹟
文
献
で
あ
ら

P

勺。

一
一
、
一
久
し
〈
大
忠
を
抱
き
」
六
百
年
間
、
惨
慌
た
る
幕

府
の
迫
害
を
忍
び
つ
弘
主
政
筏
古
の
今
日
を
待
ち

望
み
来
れ
る
日
蓮
宗
徒
殉
殺
の
隠
史
を
田
山
へ
。

今
日
で
こ
そ
一
柳
カ
ロ
問
。
「
詔
一
例
士
」
の
mm
恕
た
る
世
界
統
一
は
、
あ

な
が
ち
に
否
定
出
来
な
い
。
而
る
に
我
！
一
立
疋
大
附
は
六
百
五
十
年
前
、

既
に
「
吠
界
と
は
日
本
な
り
」
主
断
定
し
た
の
で
あ
ワ
た
。
神
の
日
か
ら

見
れ
ば
、
世
界
は
一
ワ
で
あ
り
、
世
界
を
町
民
憾
せ
し
め
た
る
大
元
家
古
も

紳
の
日
か
ら
見
れ
ば
大
日
本
の
巾
の
小
臨
調
古
に
過
ぎ
な
い
。
小
家
古
都
市
一
の

来
震
に
よ
っ
て
、
大
H
本
が
滅
亡
す
る
も
の
で
は
な
い
、
陀
凶
作
の
紳
々
は

枕
界
救
済
の
大
使
命
の
お
の
故
に
、
日
本
闘
を
守
り
給
ふ
め
だ
「
認
天
主

夜
常
伝
法
故
、
而
街
護
大
日
本
凶
」
何
と
言
ふ
力
強
い
叫
び
で
あ
ら
う
。

大
上
人
は
「
我
が
日
本
闘
は
一
関
浮
提
の
内
、
月
代
漢
土
に
－
h
勝
れ
、

八
誌
の
悶
に
も
超
へ
た
る
陶
ぞ
か
し
。
」
と
の
ペ
「
日
本
側
の
王
と
な
る
べ

き
人
は
天
間
大
紳
の
御
魂
の
入
り
替
は
ら
せ
給
ふ
王
な
り
v
一
と
な
し
、
一
一

上
皇
を
遠
烏
に
流
し
来
り
し
北
保
氏
の
火
活
を
指
鈎
し
て
は
「
伊
豆
の
刊

の
民
、
謀
叛
人
」
と
紡
践
し
、
時
市
川
に
意
向
キ
一
拠
へ
て
は
「
失
此
酬
は
榊
凶

也
、
榊
は
非
訟
を
長
け
給
は
ず
」
と
抗
涼
し
た
。

飛
ぶ

nω
も
削
刑
務
す
北
肱
川
氏
の
前
に
身
命
宇
一
M
M
て
、
立
延
安
凶
を
設
き
、

「
久
し
く
大
山
泌
を
抱
い
て
一
「
目
立
が
身
の
伐
に
巾
す
に
非
ず
、
一
紳
の
銭
、

附
の
お
、
討
の
お
、
一
切
衆
生
の
伐
に
古
川
上
せ
し
む
る
所
た
り
’
一
主
ア
附

球
完
成
、
大
小
り
郊
於
知
れ
ず
、
打
た
れ
で
も
蹴
ら
引
い
て
も
円
以
内
代
迄
品
川
ひ

一・－r、



血
午
窓
を
仰
で
て
加
刷
に
参
錯
し
「
本
化
門
下
」

の
使
命
を
間
山
ふ

通
し
た
日
蓮
上
人
と
そ
、
日
本
人
中
の
民
の
日
本
人
、
偽
弟
子
巾
の
良
一
の

仰
弟
子
で
あ
っ
た
ら
う
。
王
政
復
古
の
今
回
天
皇
陛
下
よ
り
立
正
大
附

畿
の
貨
下
を
恭
け
な
う
し
た
る
旨
な
る
哉
、
「
立
豆
安
凶
！
」
正
し
き
法
を

立
て
ず
ん
ば
闘
は
安
ら
か
な
ら
ず
、
王
政
前
日
古

L
、
天
皇
税
政
の
枇
と
な

ら
ず
ん
ば
、
同
光
は
輝
か
な
い
、
飽
〈
迄
「
日
本
は
紳
闘
な
り
」
B

と
の
信

念
主
持
L
、
「
主
法
仰
訟
に
智
一
（
じ
、
例
法
王
法
に
合

L
乃
豆
、
勅
凸
且
説
ぴ
に

御
礼
拡
蓄
を
下
し
て
戎
壌
を
建
立
す
べ
き
も
の
か
、
時
を
符
つ
べ
き
の
み
。
」

－
悶
浮
提
第
一
の
本
館
此
の
間
に
立
つ
ペ
し
」
と
の
大
四
日
恕
を
胸
に
秘
め

て
、
大
型
人
の
御
魂
は
身
廷
に
鋲
ま
町
給
ふ
。
而
し
て
日
蓮
門
下
は
、
た

ピ
一
途
に
王
政
復
古
の
今
日
あ
る
を
抱
月
期
し
て
六
百
年
間
、
幕
府
の
あ
ら

ゆ
る
迫
害
を
耐
へ
忍
ん
で
来
た
の
で
あ
っ
た
。
時
を
符
つ
べ
き
の
み
・
！
時

は
帝
都
た
、
お
高
の
方
の
日
蓮
魂
の
血
を
受
け
た
水
戸
嶋
久
寺
の
建
立
者
、

光
開
公
の
大
日
本
史
編
纂
が
導
火
線
と
な

P
王
政
は
途
に
復
古
し
た
。

明
治
の
聖
代
に
合
ひ
来
・
っ
て
、
憲
法
波
布
と
な
り
、
そ
の
第
二
十
七
僚

に
よ
っ
て
法
華
経
砿

d
の
自
由
は
遂
に
許
さ
れ
て
、
我
が
宗
門
は
六
百
年

間
の
迫
害
を
逃
れ
、
暗
黒
時
代
奇
脆
し
て
旭
日
昇
天
を
奔
す
る
が
如
〈
蕊

に
光
明
の
世
界
へ
と
這
入
っ
た
の
で
あ
ワ
た
。
総
て
と
れ
誇
仰
の
護
持
感

臨
胞
で
あ
り
、
時
の
而
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

去
る
大
正
十
年
に
は
、
長
多
く
も
大
直
天
皇
よ
明
立
正
大
阿
競
の
氏

下
を
添
う

L
、
昭
和
六
年
の
秋
、
十
月
大
倒
筏
榊
の
蜜
地
、
組
鞠
へ
立
一
止

の
勅
制
酬
を
奔
戴
す
る
に
歪
う
た
の
で
あ
る
。
「
蜘
妹
附
で
込
苓
ぴ
を
知
る
」

ξ
言
ふ
。
承
久
的
制
叫
に
於
け
る
関
側
以
来
前
代
未
聞
の
下
魁
上
以
来
の
一
一
一

災
七
時
叫
は
貨
に
上
行
菩
薩
川
現
の
先
兆
で
あ
っ
た
ら
う
。

一
六
附

立
五
勅
額
の
科
裁
を
見
る
こ
と
、
こ
れ
ま
さ
し
く
「
庚
貸
流
布
の
大
開

も
叫
ぶ
べ
き
一
無
洛
に
流
布
す
る
大
瑞
兆
に
非
ず
し
て
何
で
あ
ら
今
。

一
－
一
、
上
行
菩
隆
は
向
現
し
給
へ

P
、
コ
一
一
白
寓
の
信
徒
よ

楼
紳
の
窓
地
身
延
へ
集

μ
。

天
台
の
五
時
刻

μ
よ
る
に
、
一
に
禁
殿
、
ご
に
阿
合
、
一
一
一
に
方
等
、
問

に
般
若
、

T
R

に
法
務
十
田
町
繋
の
時
正
あ
る
。

末
法
を
救
ふ
べ
き
法
禁
経
の
殺
到
．
は
、
間
方
十
市
内
億
の
働
土
を
過
ぎ
た

る
Mm
掛
南
海
士
の
胸
陀
一
仰
に
鼠
依
し
て
日
本
同
内
大
小
の
紳
紙
を
捨
て
よ

閉
じ
よ
拘
す
て
よ
、
と
言
ふ
が
如
き
、
幼
稚
な
も
の
で
は
な
い
。
大
楠
公

の
七
生
報
闘
の
如
く
、
「
我
常
に
此
の
婆
婆
世
界
に
花
づ
て
設
決
数
化
す
、

ぬ
儀
所
の
百
千
鳶
億
の
凶
に
於
て
衆
生
を
導
利
す
、
五
行
徳
山
間
勤
そ
の
北
H

よ
町
常
に
此
に
在
っ
て
法
を
設
く
」
も
の
で
あ
る
。

提
婆
口
聞
を
H
品
る
に
、
此
の
食
問
介
の
み
で
な
く
、
一
一
．
千
六
千
陀
問
介
を
凡
る

に
豆
粒
程
の
土
地
も
衆
生
済
度
の
伐
に
菩
際
行
を
修
し
た
所
で
な
い
所
は

な
い
、
三
千
世
界
の
宗
教
運
動
は
本
仰
の
支
配
し
給
ふ
所
で
あ
る
。

法
成
菩
際
の
凶
方
洋
士
に
於
け
る
十
八
矧
た
る
蜘
陀
の
大
悲
も
、
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架
の
受
難
も
、
輯
押
迦
の
妻
子
、
同
伎
を
拾
て
、
の
六
年
背
行

も
、
達
磨
、
天
台
、
弘
法
、
健
致
、
法
然
、
親
鷲
の
大
悲
化
辺
一
a

も
皆
こ
れ

本
仰
の
際
調
子
理
速
に
非
ざ
る
は
な
い
。

気
候
、
風
俗
、
習
慣
を
共
に
し
、
時
代
を
具
に
し
東
西
、
地
域
を
異
に

す
る
が
放
に
、
よ
ろ
し
き
に
隣
っ
て
最
高
の
教
義
を
説
い
た
の
が
世
界
に

於
け
る
各
宗
教
の
関
駅
で
あ
っ
た
の
だ
、
け
れ

y－
も
こ
れ
皆
貨
に
は
唯
一

総
体
無
作
一
一
一
身
の
本
仰
の
際
化
身
で
な
い
も
め
は
な
い
の
勺
あ
る
。



故
に
無
責
義
終
に
は
「
衆
生
の
性
欲
不
同
な
る
が
放
に
稀
今
に
訟
を
詑

（
、
種
今
に
法
を
設
く
と
雄
も
、
と
れ
如
来
の
方
便
力
に
よ
る
。
内
十
銭

年
に
は
未
だ
槙
貨
を
闘
酬
は
さ
ず
と
あ
り
」
法
華
経
に
は
「
此
の
無
量
義
彪

三
昧
よ
り
立
う
て
」
「
疋
直
に
方
便
を
拾
て
L

但
無
上
滋
を
説
く
」
、
と
あ

る
、
法
華
経
が
「
無
上
選
」
で
る

p
「
衆
蜘
艇
の
中
の
上
に
在
り
」
「
法
草
最

第
一
」
で
あ
り
、
字
街
の
由
民
理
で
あ
る
な
ら
ば
合
然
そ
れ
は
「
之
を
古
今

に
通
じ
て
謬
ら
ず
、

R
廷
を
中
外
に
施
し
て
惇
ら
ざ
る
」
大
排
出
で
な
げ
れ
ば

な
ら
ぬ
。
「
王
法
品
川
法
に
冥
じ
働
法
王
訟
に
合
す
べ
き
原
理
は
誌
に
あ
る
、

き
れ
ば
こ
そ
「
照
子
東
方
」
「
此
経
有
縁
束
北
」
等
正
吾
一
日
へ
る
如
く
、
働
法

東
流
は
一
大
事
の
閃
縁
で
あ
る
の
だ
。
か
〈
て
悪
世
末
法
時
、
二
千
年
後

に
、
週
一
例
士
、
出
岡
山
且
流
布
の
岱
に
、
上
行
、
無
漫
行
、

mw行
、
安
立
行

等
の
聞
大
窓
口
陸
間
現
の
器
用
一
言
が
「
涌
出
口
聞
に
な
さ
れ
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。

貞
膝
元
年
二
月
十
六
日
、
理
件
付
叩
御
入
滅
の
翌
日
、
降
誕
し
た
る
日
建
上

入
、
伊
東
の
海
中
よ
P
光
明
を
放
ち
し
、
立
像
組
枠
骨
”
を
時
十
孤
仙
の
持
品
脚
止
し

た
日
蓮
上
人
、
大
小
の
受
難
に
よ
っ
て
門
下
の
疑
惑
を
幻
き
、
一
組
越
の
大

ゃ
を
失
ひ
、
龍
口
法
難
の
後
、
佐
渡
に
於
て
信
徒
の
疑
惑
を
解
か
ん
が
岱

に
意
を
決
し
て
上
行
の
再
誕
な
る
と
と
を
閑
鯨
し
、
凡
夫
の
日
蓮
は
既
に

穏
の
口
・
に
於
て
首
は
ね
ら
れ
、
今
は
上
行
革
口
薩
の
一
球
悦
の
佐
波
に
期
間
ま

り
て
」
書
き
残
す
と
と
を
記
さ
れ
た
の
が
関
白
妙
二
巻
で
あ
る
。
そ
し
て

上
行
者
薩
の
受
難
を
漁
一
百
せ
る
、
法
華
艇
五
の
忠
告
勧
持
口
叫
「
加
刀
杖
、
悪

口
罵
明
言
、
遺
離
搭
寺
、
数
ム
吋
見
縄
問
」
の
明
文
を
山
川
し
、
「
勤
持
品
の
二
十

行
の
侭
は
日
蓮
一
人
讃
め
り
、
杖
の
A

午
に
値
ふ
人
は
る
る
べ
し
、
刀
の
字

に
依
た
る
人
を
開
か
ず
、
刀
の
離
は
日
惑
は
二
度
値
ひ
ぬ
、
杖
の
難
に
は

血
中
窓
を
闘
で
て
組
廟
に
参
箆
し
「
本
化
門
下
」
の
使
命
を
田
山
－
P

阪
に
小
稲
田
町
に
商
を
打
た
れ
し
か
ど
も
第
五
の
止
せ
を
以
ツ
て
打
つ
、
打
ワ

杖
も
第
五
の
袋
、
打
た
る
べ
し
と
言
ふ
経
文
も
五
の
袋
、
不
思
議
な
る
未

来
記
の
約
文
仇
、
乃
至
、
勤
持
口
削
の
二
十
行
の
偽
は
町
惑
だ
に
も
此
闘
に

生
れ
ず
ば
殆
ん

E
世
鎗
は
大
宴
詩
の
人
、
日
蓮
よ
り
他
の
設
の
人
か
法
華

艇
に
付
て
窓
口
罵
皆
、
刀
杖
を
加
へ
ら
る
注
者
あ
る
、
今
の
殺
の
併
等
日

蓮
を
議
奏
し
て
流
罪
せ
ず
、
法
華
経
の
放
に
度
身
流
さ
れ
ず
ば
、
絞
文
政

し
、
薮
寸
の
ご
字
を
枇
何
が
せ
ん
、
末
訟
の
初
の
兆
し
、
仰
の
A
判
官
に
依

ふ
故
に
日
蓮
一
人
讃
め
り
。
一
と
て
、
絞
文
の
時
四
一
一
日
色
設
に
よ
ヲ
て
上
行
の

再
誕
な
る
こ
と
を
誇
明
し
た
る
日
蓮
上
人
、
去
る
承
久
二
一
年
の
鋭
、
順
徳

上
皇
を
佐
波
へ
、
後
鳥
初
上
皇
を
同
日
岐
へ
士
御
門
上
息
を
讃
岐
へ
流
し
未

聞
し
北
肱
剛
氏
の
大
治
、
二
千
年
の
息
統
危
ふ
か
ら
ん
と
す
る
、
日
本
開
閉

以
来
前
代
未
聞
の
下
刻
上
に
疑
問
を
抱
き
一
，
日
蓮
比
の
不
器
を
は
ら
さ
ん

と
て
側
門
に
」
入
、
b
れ
た
る
日
蓮
上
人
、
例
法
、
王
訟
の
邪
胞
に
よ
る
「
大

元
蒙
古
の
襲
来
一
を
濠
言
し
、
時
宗
に
ま
日
を
輿
ヘ
て
「
荒

H
十
八
日
間
、
州

大
商
事
古
闘
の
牒
朕
到
来
す
、
日
蓮
、
先
年
劫
へ
た
る
玄
延
安
例
示
、
少
し

も
還
は
ず
普
合
し
ぬ
、
日
蓮
は
訓
告
人
の
一
分
に
常
れ
り
、
関
山
泳
の
安
危
は

政
遣
の
広
石
に
夜
り
」
と
大
政
来
泣
を
強
嬰
し
た
る
日
連
上
人
、
永
久
の

鼠
の
翌
年
に
生
れ
て
大
家
町
襲
来
の
翌
年
に
ほ
中
目
売
る
針
l
き
一
代
の
生

涯
で
あ
ワ
た
の
だ
。
引
論
制
僻
肌
叫
に
日
く
「
東
流
一
代
型
投
L
B
F一
、
光
は
東
方

よ
り
！
偽
陀
の
金
一
言
途
に
虚
し
か
ら
ず
、
上
行
数
日
践
の
一
叫
純
日
連
上
人

は
東
方
の
糾
同
日
本
に
出
現
し
給
ふ
た
む
力
円
以
い
哉
9

係
民
は
帥
特
例
一
す

ι

一
一
一
凶
同
到
、
新
秩
序
の
建
設
、
佐
山
咋
を
年
け
て
っ
ぺ
ル
二
ク
ス
的
大
竹
換

期
に
入
ら
ん
止
す
、
此
の
時
に
中
り
日
蓮
門
下
の
際
情
伽
何
。

一
六
五



血
中
窓
を
出
で
て
祖
廟
に
参
箆
し
「
本
化
門
下
」
の
使
命
を
思
ふ

立
て
！
一
一
一
百
高
の
信
徒
ょ
、
一
心
一
体
、
組
廟
に
馳
せ
参
じ
て
身
怒
川

の
清
流
に
塵
械
を
洗
ひ
清
め
、
頭
に
高
組
大
師
を
裁
き
て
、
第
二
立
正
安

閑
運
動
を
起
せ
。

三
育
成
一
心
一
体
と
な
っ
て
国
家
諌
設
を
な
し
た
な
ら
ば
「
勅
笈
蛇
ぴ

に
御
殺
害
を
巾

L
下
し
て
」
「
枇
界
第
一
の
本
掌
此
の
闘
に
立
つ
」
こ
と
は

限
前
に
4

り
る
の
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
後
五
百
践
由
岡
山
山
流
布
の
鍵
は
窓
山

合
土
に
於
て
緯
曾
よ
り
、
末
法
の
大
導
脚
上
行
菩
薩
に
祖
代
け
ら
れ
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

思
ひ
起
せ
、
七
百
年
前
！
鎌
倉
の
街
頭
、
降
る
来
る
刀
杖
瓦
石
の
雨
の

中
に
、
唯
一
人
、
身
命
を
隠
し
、
敢
然
立
っ
て
立
正
安
閑
運
動
を
起
し
、

あ
れ
だ
け
の
大
事
業
を
な
し
給
ふ
た
日
蓮
型
人
の
こ
と
を
思
へ
。

今

H
一
二
百
前
向
の
信
徒
が
打
っ
て
一
九
と
な
っ
て
組
廟
に
額
づ
き
、
大
型

人
を
奉
じ
て
第
二
立

E
安
閑
運
動
を
起
し
た
な
ら
ば
一
身
は
不
調
げ
な
り
と

も
、
戒
徳
ぽ
備
は
ら
ず
と
も
」
「
如
何
で
か
新

P
の
叶
は
ざ
る
べ
き
」
で
あ

る
。
若
し
宗
門
人
の
中
に
組
廟
を
忘
れ
て
自
己
の
カ
に
よ
っ
て
布
教
を
成

功
せ
し
め
よ
う
と
す
る
者
あ
ら
ば
私
は
言
ふ
｛
謬
れ

p
、
退
け
」
と
、
此

の
人
は
阿
菩
薩
出
現
の
仰
の
金
言
に
叛
〈
者
で
あ
り
、
一
．
例
せ
ば
城
者
と
し

て
城
を
破
り
」
大
上
人
の
御
意
に
叛
す
る
者
で
あ
る
、
か
L

る
人
は
速
に

法
衣
を
脱
し
て
自
決
せ
よ
。

閉
山
体
同
心
事
に
示
し
て
臼
〈
「
段
の
約
玉
は
右
十
高
騎
な
れ
ど
も
肉
体
奨

心
な
れ
ば
軍
に
敗
け
ぬ
、
周
の
武
王
は
八
百
人
な
れ
ど
も
具
体
同
心
な
れ

ば
勝
ち
ぬ
、
日
蓮
が
一
類
は
具
体
同
心
な
れ
ば
人
々
少
〈
候
へ
ど
も
大
事

を
成
し
て
一
定
法
華
経
度
ま
り
な
ん
と
費
え
候
。
」
（
完
）

一
六
六

蜜
を
得
る
に
は

結

，、，
・円以

M 

「
何
川
桃
を
食
ほ
ん
と
欲
せ
庁
、
先
づ
『
「
、
の
殺
を
破
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
』
．
蜜

を
作
ん
と
欲
せ
ば
、
蜂
の
刺
す
事
を
wb
ば
ぎ
る
べ
か
ら
ず
」
。

二
つ
な
が
ら
英
同
の
諺
で
は
あ
る
が
．
、
此
の
諮
の
持
つ
意
味
は
、
我
々
に

不
努
所
符
は
人
間
性
の
殿
務
な
る
事
を
喰
し
て
ゐ
る
。

胡
桃
が
割
れ
、
蜜
が
自
然
に
流
れ
て
来
る
の
を
切
株
に
腰
懸
て
紫
捌
を
此

き
な
が
ら
待
っ
て
ゐ
る
様
な
暢
気
な
事
の
許
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
れ
ば

こ
そ
今
日
の
此
の
緩
雑
限
り
な
い
枕
代

ω
様
相
が
現
出
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
餌
を
ア
け
ず
に
釣
す
る
太
公
吏
は
止
H

の
寓
話
で
現
代
に
は
微
山
蜂

の
債
依
も
認
め
ら
れ
な
い
。
自
特
車
を
倒
れ
さ
せ
ぬ
鎚
に
は
走
ら
せ
か
ば

な
ら
な
い
。
成
幼
す
る
に
は
不
断
の
倦
ぎ
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
、
時
が

凡
て
を
解
決
す
る
止
考
へ
る
の
は
大
き
な
設
り
で
あ
る
。
花
の
唆
〈
の
は

確
か
に
時
で
は
あ
る
が
、
花
が
咲
き
貨
が
結
ぶ
に
は
、
そ
の
根
幹
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
の
根
幹
も
常
に
手
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
、
折
品
川
時
が
来

つ
で
も
花
貨
を
結
ぶ
事
が
出
来
な
い
、
時
運
に
相
躍
す
る
に
は
日
頃
か
ら

貸
カ
を
養
成
し
て
詮
か
お
ば
な
ら
ぬ
、
勢
せ
ず
し
て
功
な
ら
ず
。
蓋
し
過

言
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。
最
善
の
結
果
を
希
十
の
は
人
情
の
常
下
は
あ
る

が
、
此
に
沢
一
創
な
努
力
が
並
行
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
求
め
符
べ

〈
し
て
求
め
ら
れ
な

ρ
、
鍛
た
る
生
活
の
規
準
で
あ
る
。
仙
川
之
忠
此
我
舟

に
輿
へ
ら
れ
た
常
商
の
問
題
は
止
暇
街
限
設
夜
常
輯
明
治
の
型
訓
を
如
交
に

行
蔵
に
移
す
事
よ
り
外
に
は
な
い
。


